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告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
東
部
振
興
）

一

○
川
口
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変

更

（
み
ど
り
再
生
推
進
室
）

一

○
鴻
巣
市
箕
田
土
地
改
良
区
の
役
員
就

退
任
届

（
さ
い
た
ま
農
林
）

一

○
ふ
か
や
農
業
協
同
組
合
の
農
地
保
有

合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
承
認

（
農
地
活
用
推
進
室
）

二

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

二

○
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
く
営
業
停
止
処
分

（
建
設
業
課
）

三

○

〃

（

〃

）

三

○

〃

（

〃

）

四

○
都
市
計
画
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

（
都
市
計
画
課
）

五

○
都
道
府
県
指
定
登
録
機
関
の
指
定

（
建
築
指
導
課
）

七

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

七

○
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概

要
の
公
表

（
農
総
研
水
田
農
業
研
究
所
）

八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
東
松
山
県
土
）

九

○
県
道
西
金
野
井
春
日
部
線
の
供
用
開

始

（
越
谷
県
土
）

九

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
杉
戸
県
土
）

九

○

〃

（

〃

）

九

○

〃

（

〃

）

一
〇

正

誤

○
埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号
中
訂
正

（
生
活
衛
生
課
）

一
〇

埼玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｓ
Ａ

三

代
表
者
の
氏
名

鷲
�

正
志

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
越
谷
市
大
字
下
間
久
里
七
百
五
十

五
番
地
四

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
・
高
齢
者

・
障
害
者
の
方
及
び
結
婚
適
齢
者
に
対
し

て
、
結
婚
相
手
の
紹
介
及
び
相
談
活
動
、
結

婚
に
関
す
る
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
結
婚

相
談
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
の
結
婚
推

進
支
援
事
業
を
行
い
、
幸
せ
な
家
庭
作
り
と

豊
か
な
人
作
り
を
目
標
に
、
地
域
社
会
（
福

祉
・
少
子
化
対
策
）
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
三
号

川
口
市
か
ら
川
口
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た

の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生

推
進
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
四
号

－１－
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

鴻
巣
市
箕
田
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

就

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

飛

田

利

夫

鴻
巣
市
寺
谷
三
六
二
番
地

同

三
ツ
木

正

嘉

同

三
ツ
木
一
二
二
番
地

同

岡

野

門
三
郎

同

稲
荷
町
一
三
番
一
八
号

同

佐

藤

勝

巳

同

箕
田
一
三
五
〇
番
地

同

新

井

稔

同

宮
前
四
八
一
番
地
一

同

伊

藤

政

士

同

箕
田
五
三
番
地

同

島

村

照

夫

同

同

九
五
〇
番
地

同

二

俣

耕

一

同

同

三
七
〇
四
番
地

同

石

河

正

義

同

川
面
一
一
五
番
地

同

石

田

健

二

同

箕
田
四
八
六
番
地

同

木

村

幸

夫

同

中
井
四
九
番
地

同

吉

羽

清

五

同

市
ノ
縄
一
二
二
番
地

同

成

澤

勝

司

同

箕
田
一
九
二
五
番
地

同

岡

田

久

男

同

八
幡
田
五
八
四
番
地
の
一

同

加

藤

久

雄

同

箕
田
三
七
八
〇
番
地
三

同

成

塚

芳

夫

同

同

四
一
八
七
番
地

監

事

金

井

章

浩

同

同

一
九
一
六
番
地

同

増

�

充

宣

同

同

一
二
七
三
番
地

同

篠

崎

裕

雄

同

三
ツ
木
二
〇
番
地

同

松

本

通

彦

同

箕
田
三
九
三
五
番
地

二

退

任

職

名

氏

名

住

所

理

事

飛

田

利

夫

鴻
巣
市
寺
谷
三
六
二
番
地

同

塚

越

博

同

八
幡
田
五
四
一
番
地

同

関

根

保

同

箕
田
九
七
八
番
地

理

事

小

林

義

和

鴻
巣
市
箕
田
四
一
九
二
番
地

同

佐

藤

勝

巳

同

同

一
三
五
〇
番
地

同

岡

野

門
三
郎

同

稲
荷
町
一
三
番
一
八
号

同

佐

藤

謙

三

同

箕
田
五
六
八
番
地

同

矢

島

政

雄

同

同

五
四
九
番
地

同

村

田

達

美

同

中
井
五
八
番
地
三

同

三
ツ
木

正

嘉

同

三
ツ
木
一
二
二
番
地

同

小

林

三

男

同

川
面
一
四
四
番
地

同

金

井

千

明

同

箕
田
二
三
〇
〇
番
地

同

倉

林

賢

同

市
ノ
縄
一
八
番
地

同

村

田

清

一

同

箕
田
三
八
八
七
番
地

同

加

藤

豊

同

同

一
四
二
四
番
地

同

新

井

稔

同

宮
前
四
八
一
番
地
一

監

事

松

村

清

志

同

川
面
四
七
番
地

同

今

西

章

同

市
ノ
縄
一
二
九
番
地

同

今

井

松

江

同

箕
田
五
八
一
番
地
一

同

岡

田

久

男

同

八
幡
田
五
八
四
番
地
の
一

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
五
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五

年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
に
関
す
る

規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

変
更
承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業

の
実
施
に
関
す
る
規
程

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
（
ふ
か
や
農

業
協
同
組
合
）

二

変
更
承
認
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

三

変
更
承
認
に
係
る
農
地
保
有
合
理
化
事
業

の
種
類

農
地
売
買
等
事
業

農
地
信
託
等
事
業

研
修
等
事
業

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
六
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
桶
川
市
長
岩
�

正
男
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

－２－
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埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
七
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止

イ

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の
又
は
民
間
工
事
で
あ
っ
て

補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

（
注
一
）「
土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
」
と
は
、
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
工
事
を
請
け
負

う
営
業
及
び
発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
工

事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
を
い
う
。

（
注
二
）「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）
又
は
建

設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る

法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事
を
い
う
。

（
注
三
）「
民
間
工
事
」
と
は
、
（
注
二
）
以
外
の
建
設
工
事
を
い
う
。

（
注
四
）「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付

金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

ロ

停
止
を
命
ず
る
期
間

平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
ま
で
の
一
年
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

処
分
を
受
け
た
者
の
代
表
者
は
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
発
注
の
側
溝
整
備
工
事
の

指
名
競
争
入
札
に
関
し
、
談
合
を
行
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
、

さ
い
た
ま
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

別
表

商

号

主
た
る
営
業
所
の

所

在

地

代
表
者
の
氏
名

許

可

番

号

株
式
会
社
ヤ
マ
キ

埼
玉
県
草
加
市
栄

町
一
丁
目
一
番
十

号

北
嶋
敏
久

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
六
）

第
一
六
六
一
〇
号

長
栄
建
設
工
業
株
式

会
社

埼
玉
県
草
加
市
長

栄
町
三
百
八
十
番

地
十
八

落
合
祥
一

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
六
）

第
三
四
九
四
八
号

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
八
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

桶
川
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
）

三

作
業
地
域

桶
川
市
大
字
川
田
谷
地
内

四

作
業
期
間

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
三
月
二
十
日
ま
で

－３－

第����号平成��年��月�日（火曜日）
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別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止

イ

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の
又
は
民
間
工
事
で
あ
っ
て

補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

（
注
一
）「
土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
」
と
は
、
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
工
事
を
請
け
負

う
営
業
及
び
発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
工

事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
を
い
う
。

（
注
二
）「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）
又
は
建

設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る

法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事
を
い
う
。

（
注
三
）「
民
間
工
事
」
と
は
、
（
注
二
）
以
外
の
建
設
工
事
を
い
う
。

（
注
四
）「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付

金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

ロ

停
止
を
命
ず
る
期
間

平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
七
日
ま
で
の
百
二
十
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

処
分
を
受
け
た
者
の
役
員
は
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
発
注
の
側
溝
整
備
工
事
の
指

名
競
争
入
札
に
関
し
、
談
合
を
行
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
、
さ

い
た
ま
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

別
表

商

号

主
た
る
営
業
所
の

所

在

地

代
表
者
の
氏
名

許

可

番

号

株
式
会
社
西
山
建
設

埼
玉
県
吉
川
市
皿

沼
二
丁
目
五
十
一

番
地

西
山
金
一

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
九
）

第
三
六
一
四
号

株
式
会
社
潮

埼
玉
県
八
潮
市
大

字
中
馬
場
二
十
八

番
地

川
澄
吉
夫

埼
玉
県
知
事
許
可

（
特
―
一
九
）

第
二
四
二
四
号

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
十
九
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
停
止

イ

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
、
公
共
工
事
に
係
る
も
の
又
は
民
間
工
事
で
あ
っ
て

補
助
金
等
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

（
注
一
）「
土
木
工
事
業
に
関
す
る
営
業
」
と
は
、
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
工
事
を
請
け
負

う
営
業
及
び
発
注
者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
工

事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建
設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
を
い
う
。

（
注
二
）「
公
共
工
事
」
と
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。）
又
は
建

設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る

法
人
が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
事
業
に
係
る
建
設
工
事
を
い
う
。

（
注
三
）「
民
間
工
事
」
と
は
、
（
注
二
）
以
外
の
建
設
工
事
を
い
う
。

－４－
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（
注
四
）「
補
助
金
等
」
と
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
補
助
金
等
及
び

同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
交
付
す
る
給
付

金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。

ロ

停
止
を
命
ず
る
期
間

平
成
二
十
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
ま
で
の
六
十
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

処
分
を
受
け
た
者
の
従
業
員
等
は
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
発
注
の
側
溝
整
備
工
事

の
指
名
競
争
入
札
に
関
し
、談
合
を
行
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
、平
成
二
十
年
十
月
二
十
四
日
、

さ
い
た
ま
簡
易
裁
判
所
か
ら
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
。

別
表

商

号

主
た
る
営
業
所
の

所

在

地

代
表
者
の
氏
名

許

可

番

号

株
式
会
社
斉
藤
土
建

埼
玉
県
三
郷
市
戸

ケ
崎
三
丁
目
百
八

十
三
番
地

斎
藤
葉
子

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
六
）

第
四
六
四
九
八
号

株
式
会
社
佐
藤
組

埼
玉
県
三
郷
市
新

和
四
丁
目
五
百
七

十
七
番
地

佐
藤
正
身

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
八
）

第
六
五
二
二
号

ナ
ガ
ヤ
ス
工
業
株
式

会
社

埼
玉
県
草
加
市
青

柳
八
丁
目
五
十
七

番
四
十
三
号

大
根
田
浩
一

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
七
）

第
二
九
二
三
四
号

草
加
建
設
株
式
会
社

埼
玉
県
草
加
市
長

栄
町
六
百
二
十
八

番
地
一

中
村
孝
明

埼
玉
県
知
事
許
可

（
特
―
一
七
）

第
三
〇
二
九
〇
号

株
式
会
社
白
石
建
設

埼
玉
県
草
加
市
清

門
町
二
百
七
十
二

番
地

白
石

保

埼
玉
県
知
事
許
可

（
特
―
一
八
）

第
一
六
九
二
号

稲
穂
建
設
株
式
会
社

埼
玉
県
八
潮
市
中

央
二
丁
目
六
番
地

十
三

中
村
由
希
夫

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
六
）

第
二
九
〇
六
号

池
中
建
設
株
式
会
社

埼
玉
県
越
谷
市
東

越
谷
七
丁
目
百
四

十
一
番
地

中
島
美
三
郎

埼
玉
県
知
事
許
可

（
特
―
一
八
）

第
一
五
八
四
号

須
合
建
設
株
式
会
社

埼
玉
県
三
郷
市
三

郷
一
丁
目
二
十
三

番
地
八

須
合

巌

埼
玉
県
知
事
許
可

（
般
・
特
―
一
八
）

第
四
一
四
一
号

名
倉
建
設
株
式
会
社

埼
玉
県
吉
川
市
栄

町
千
四
百
三
十
二

番
地
二

名
倉
泰
史

埼
玉
県
知
事
許
可

（
特
―
一
八
）

第
三
三
六
号

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所

別
記
一
の
と
お
り

二

公
述
申
出
書
の
様
式

別
記
二
の
と
お
り

三

公
聴
会
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

イ

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課

電
話
〇
四
八
―
八
三
〇
―
五
三
三
七

ロ

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
村
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課

－５－

第����号平成��年��月�日（火曜日）



番
号

都
市
計
画

区
域
名

市
町
村
名

都
市
計
画
の
種

類
及
び
名
称

公

聴

会

公

述

申

出

書

都
市
計
画
の
構
想

期
日
及
び
時
間

場

所

提

出

期

間

提

出

先

閲

覧

期

間

閲

覧

場

所

一

和
光

和
光
市

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」

「
区
域
区
分
」

「
用
途
地
域
」

平
成
二
十
一
年
一

月
十
五
日
午
後
二

時
か
ら

和
光
市
役
所
五
階

五
〇
三
会
議
室

平
成
二
十
年
十
二

月
二
日
か
ら
平
成

二
十
年
十
二
月
二

十
四
日
ま
で

和
光
市
建
設
部
都

市
整
備
課
、
埼
玉

県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課

平
成
二
十
年
十
二

月
二
日
か
ら
平
成

二
十
年
十
二
月
二

十
四
日
ま
で

和
光
市
建
設
部
都

市
整
備
課
、
埼
玉

県
都
市
整
備
部
都

市
計
画
課
、
埼
玉

県
朝
霞
県
土
整
備

事
務
所

別
記
一

－６－

第����号平成��年��月�日（火曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
一
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

号
）
第
十
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

埼
玉
県
指
定
登
録
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

埼
玉
県
指
定
登
録
機
関
の
名
称
及
び
住
所

社
団
法
人
埼
玉
建
築
士
会

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目

一
番
七
号

二

二
級
建
築
士
及
び
木
造
建
築
士
の
登
録
の

実
施
に
関
す
る
事
務
並
び
に
二
級
建
築
士
名

簿
及
び
木
造
建
築
士
名
簿
を
一
般
の
閲
覧
に

供
す
る
事
務
（
次
号
に
お
い
て
「
二
級
建
築

士
等
登
録
事
務
」
と
い
う
。）
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目

一
番
七
号

三

二
級
建
築
士
等
登
録
事
務
の
開
始
の
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

指
令
東
整
第
一
九
〇
一
三
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日
第
六
十
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
川
島
町
大
字
中
山
字
神
明
一
八
五

七
―
一
、
一
八
五
七
―
一
地
先
道
路
、
一
八

六
〇
―
一
地
先
道
路
外
一
八
筆

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
本
市
西
高
尾
一
丁
目
一
三
〇
番
地

三
重
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

川
端

隆
志

－７－

第����号平成��年��月�日（火曜日）



埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
十
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日埼

玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

備
考

試
験

結
果

の
概

要
そ
の
他

の
検
査

（
水
分
）

％１０
．８

１３
．１

１０
．３

M
E

kcal/ ㎏
TD
N
％

ペ
プ
シ
ン

消
化
率
％

水
溶
性

窒
素
％

揮
発
性

塩
基
性

窒
素
％

り
ん
％

０
．１４

０
．４０
以
上

０
．６５

０
．６０
以
上

０
．７２

カルシウム
％

０
．０４

０
．６０
以
上

０
．８５

０
．７０
以
上

０
．７８

粗
灰
分
％２
．２

７
．０
以
下

５
．７

７
．０
以
下

５
．６

粗
繊
維
％０
．０

５
．０
以
下

２
．４

２
．０
以
下

０
．１

粗
脂
肪
％６
．７

２
．０
以
上

２
．８

４
．０
以
上

８
．５

粗
た
ん

白
質
％

１２
．６

２０
．０
以
上

２０
．４

２２
．５
以
上

２３
．８

製
造

（
輸
入
）

年
・
月

２０
．１０

２０
．９

２０
．９

飼
料
の
名
称

パ
ン
屑

日
配
ほ
乳
期
子
牛
育
成

用
配
合
飼
料
ニ
ュ
ー
カ

ー
フ
ス
ー
パ
ー
ペ
レ
ッ

ト日
配
ほ
乳
期
子
豚
育
成

用
配
合
飼
料
ス
ー
パ
ー

コ
ロ
ミ
ー
ル
う
る
お
い

G
old

収
去
年
月
日

収
去

場
所

H２０
．１０
．１５

同
左

H２０
．１０
．１６

株
式
会
社
ネ
ギ
シ
コ

マ
ー
ス

熊
谷
市
広
瀬
１６０

同
上

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

渡
辺
養
豚
場

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
大

屋
敷
２３０
番
地

平
成
飼
料
株
式
会
社
鹿
島

工
場
茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
４

番
地
７

鹿
島
飼
料
株
式
会
社
鹿
島

工
場
茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝
４

番
地
２

備
考

試
験

結
果

の
概

要

重
金
属
―
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
鉛
、
ひ
素

製
造

（
輸
入
）

年
・
月

２０
．１０

飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称

パ
ン
屑

飼
料
又
は
飼
料

添
加
物
の
区
分

飼
料

収
去

場
所

同
左

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

渡
辺
養
豚
場

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
大
屋

敷
２３０
番
地

１
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査

（
注
）
１
飼
料
の
名
称
の
欄
中
の
「
○
規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
上
段
に
表
示
成
分
量
、
下
段
に
分
析
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ
た
場
合
当
該
成

分
の
過
不
足
量
（
絶
対
量
）
を
示
す
。

２
安
全
性
に
関
す
る
検
査

（
注
）
１
飼
料
又
は
飼
料
添
加
物
の
名
称
の
欄
中
の
「
○
規
」
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
規
格
適
合
表
示
飼
料
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。

２
試
験
結
果
の
概
要
の
欄
は
、
違
反
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
を
示
し
、
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
そ
の
検
査
項
目
及
び
検
査
結
果
を
示
し
、
備
考
の
欄
に

違
反
の
内
容
を
示
す
。

－８－
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埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

六
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

第
二
〇
〇
〇
一
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

第
二
〇
〇
〇
九
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
竹
本
字
下
大
久
保
五

五
一
―
一
五
、
五
五
一
―
一
六
、
五
六
三
―

三
四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
竹
本
五
五
一

新
井

博
之

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

小

倉

一

夫

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
四

十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
四
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
二
一
五
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
葛
飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
前
島
四

四
四
五
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
四
四
三
〇
―

一
中
山

一

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
四

十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
四
二
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
二
一
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
下
栢
間
字
大
御
二

五
九
―
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

�
田
市
緑
町
一
丁
目
二
三
番
一
五
号

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

西
金
野
井
春
日
部
線

春
日
部
市
金
崎
字
川
妻
八
六
一
番
一
地
先
か
ら
同
市
金
崎
字
川
妻
八
六
五

番
一
地
先
ま
で

（
た
だ
し
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
）

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
付
け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
二
十
六
号
に
お
け
る
道
路
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。

延
長
九
七
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

－９－
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誤 

正 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

山
口

剛
・
山
口

ゆ
ず
葉

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
四

十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
八
七
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
二
二
七
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
金
原
四
四
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
金
原
四
五
―
六

海
老
原

仁
・
海
老
原

か
お
る

埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号
（
平
成
十
二
年
三

月
三
十
一
日
号
外
第
十
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

段

行

誤

三
八

下

前
か
ら
八

は
炉
数

正

は
炉
数
）

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１０－

第����号平成��年��月�日（火曜日）
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